
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１２１号 

事故等種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２４年１２月２０日 ０８時００分ごろ 

発生場所 山口県徳山下松港 

 山口県周南市所在の徳山下松港トクヤマ南陽工場導灯（前灯）から

真方位１８０°３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０３.３′ 東経１３１°４６.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 大黒
だいこく

丸、１８６トン 

 １３３６０５、株式会社竹弘海運 

 乗組員等に関する情報 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷船尾部に凹損 

桟橋 擦過傷 

 事故等の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、船首約０.４０ｍ、船尾約２.６

０ｍの喫水で徳山下松港のトクヤマ南陽工場粘土２号桟橋（以下「本

件桟橋」という。）で左舷着けの状態から離桟作業中、船長が船橋で

操船に当たり、右舷船首錨を揚錨していたところ、平成２４年１２月

２０日０８時００分ごろ本件桟橋に衝突した。 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

その他の事項 

 

船長は、通常、揚錨と同時に機関を前進としていたが、本事故当

時、機関を中立にしていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、徳山下松港の本件桟橋において、左舷着けの状態から離桟

作業中、右舷船首錨を揚錨する際、船長が機関を中立にしていたこと

から、左舷船尾部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、徳山下松港の本件桟橋から離桟作業中、右舷船

首錨を揚錨する際、船長が機関を中立にしていたため、左舷船尾部が

本件桟橋に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 


